
 

  

島根県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定 

 

１．県行動計画改定の経緯 

⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に備えて、

政府行動計画に基づき、県行動計画を策定することとされている。 

⑵ この度、新型コロナ対応で明らかになった課題などに対応するため、政府行動計画

が令和６年７月に全面改定されたことから、県行動計画についても改定を行う。 

 

２．政府行動計画の改定概要 

 ⑴ 新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等だけでなくその他の幅広い呼吸

器感染症をも念頭に置くこととした上で、時期区分を３期（準備期、初動期及び対応

期）に分け、特に準備期の取組を充実 

⑵ 対策項目をこれまでの６項目から13項目に拡充、新型コロナ対応で課題となった項

目を独立させ、記載を充実 

⑶ 感染が長期化する可能性も踏まえ、複数の感染拡大の波への対応や、ワクチンや治

療薬の普及等に応じた対策の機動的な切替えについても明確化 

 

３．県行動計画の改定方針（案） 

⑴ 政府行動計画のほか、令和６年３月に策定した県感染症予防計画と整合性を図る。 

⑵ 県の新型コロナ対応で明らかになった課題については、今後の取組に反映する。 

⑶ 関係部局が所管する各関連マニュアルについても、必要な見直しを行う。 

 

４．改定スケジュール（案） 

  令和６年  ８月 関係課説明（策定作業の開始） 

  ９月 常任委員会（防災地域建設、環境厚生）への説明 

        11月 計画素案の策定 

 医療審議会（感染症部会）での意見聴取 

        12月 常任委員会への報告 

       12月～ 国の事前審査 

  令和７年  ２月 計画案を策定のうえ、パブリックコメント 

        ３月 医療審議会(全体会)への報告 

        ５月 計画の改定、関連マニュアルの改定 

        ６月 常任委員会への報告 
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